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１．地区長・地区委員報償金 

内  容 
地域行政の円滑な運営と市民生活の利便を図るため、市民だより等の配

付など、市からの情報伝達や連絡調整業務に対し報償金を支払います。 

支払対象 地区長・地区委員 

申請時期 ４月中旬までに下記の申請書類をご提出ください。 

申請書類 
債権者登録申請書 (前年度から継続の方で口座等を変更されな

い方は提出不要です。) 

金  額 

１．地区長 ：年額 平等割１２５，２００円＋戸数割（９６円×世帯）  

２．地区委員：年額 戸数割（１，５１０円×世帯※）  

※世帯数は、４月１日現在の市民だより等配付世帯数調べに基づきます。 

支払時期 前期：１０月の最終の水曜日  後期：４月の最終の水曜日 

支払方法・回数 個人口座へ年２回振込 

完了時提出書類 特にありません。 

内容説明会等 毎年１月、４月の地区長会議でご説明いたします。 

備  考 

債権者登録申請書に記載する口座情報は、通帳で確認の上、誤り

や記入漏れがないようお願いします。また、必ずご本人名義の通

帳口座をご記入ください。 

担当課等 市役所３階 市民協働課地域支援係 電話：９５－０００２ 

 

 

２．地域行政事務委託料 

内  容 

地域行政の円滑な運営と市民生活の利便を図るため、地域行政事

務（市民だより等の配付物を全世帯へ配付、地区内広報板の管理

等）に要する委託料を支払います。 

支払対象 地区 

請 求 者 地区長 

申請時期 ５月下旬までに下記の申請書類をご提出ください。 

申請書類 請書及び請求書 

金  額 

平等割      １～２，０００世帯  ＝ ９０，１００円 

２，００１～４，０００世帯  ＝１８０，２００円 

４，００１～６，０００世帯  ＝２７０，３００円 

６，００１世帯以上     ＝３６０，４００円 

＋戸数割（１，３８０円×世帯）年額 

※戸数割の世帯数は、４月１日現在の市民だより等配付世帯数調べの世帯数に

基づきます。 

支払時期 ６月の最終の水曜日 

支払方法・回数 地区口座へ年１回振込み 

完了時提出書類 事業完了報告書及び収支決算書 

内容説明会等 毎年２月、４月の地区長会議でご説明いたします。 

備  考 
 市民だより等配付世帯数調べの際は、アパート・マンション等に関して 

も可能な限り居住の確認をお願いします。 

担当課等 市役所３階 市民協働課地域支援係 電話：９５－０００２ 
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３．自治会業務効率化支援事業補助金 

内  容 
自治会の運営に係る負担軽減を図るため、業務の効率化及びデジタル

化を行う自治会に対し補助金を交付します。 

支払対象 自治会 

請 求 者 上記団体の長 

申請時期 当該年度の４月～２月 

申請書類 

１．交付申請書 

２．事業計画書 

３．予算書 

４．見積書 

金  額 上限３０万円（補助率１０分の１０） 

支払時期 
事業終了後、実績報告書及び請求書の提出があったとき 

（ただし、交付金額の８割まで前払い可） 

支払方法 自治会口座へ振込み 

完了時提出書類 

１．補助事業等実績報告書 

２．補助事業収支決算書 

３．請求書 

４．領収書（写し） 

５．写真等 

内容説明会等 毎年４月の自治連合会議でご説明いたします。 

備  考 

【主な補助対象事業】 

〇デジタル推進事業：ホームページ作成委託、電子回覧板アプリ導

入事業、研修会実施（LINE、Zoom等） 

〇会計事務支援事業：会計監査委託 

〇業務効率化事業 ：事務員雇用費、集金業務改善（コンビニ納付

等） 

【主な補助対象経費】 

〇委託料、備品購入費等 

担当課等 市役所３階 市民協働課地域支援係 電話：９５－０００２ 
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４．笑顔あふれる地域づくり補助金 

内  容 

地域コミュニティの強化を促進するため、住民の顔の見える関係づく

り及び活力ある地域づくりに取り組む自治会等に対し補助金を交付

します。 

支払対象 自治会又は自治会が認める団体（実行委員会） 

請 求 者 上記団体の長 

申請時期 当該年度の４月～１１月 

申請書類 

１．交付申請書 

２．事業計画書 

３．予算書 

４．見積書 

金  額 上限１５万円（補助率２分の１） 

支払時期 
事業終了後、実績報告書及び請求書の提出があったとき 

（ただし、交付金額の８割まで前払い可） 

支払方法 自治会口座または実行委員会口座へ振込み 

完了時提出書類 

１．補助事業等実績報告書 

２．補助事業収支決算書 

３．請求書 

４．領収書（写し） 

５．写真等 

内容説明会等 毎年４月の自治連合会議でご説明いたします。 

備  考 

【主な補助対象事業】 

〇新規事業の開催  

〇既存事業の拡充※  

※例年開催のお祭りに自治会加入ブースを設ける、子どものみを 

対象としていた行事を多世代交流に変更するなど、開催の幅を

広げた場合が該当。 

【主な補助対象経費】 

〇消耗品費、委託料等 

担当課等 市役所３階 市民協働課地域支援係 電話：９５－０００２ 
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５．自主防災会謝礼金 

内  容 

地域防災力向上のため、各地区に自主防災会主導による防災訓

練の実施や防災資器材の点検を依頼しており、その報酬として

自主防災会謝礼金を支払います。 

支払対象 自主防災会 

申請時期 ９月末までに下記の申請書類をご提出ください。 

申請書類 

債権者登録申請書（自主防災会長より提出） 

※初めて自治会長と自主防災会長を別の方が務める場合にご

提出が必要です。 

金額 各自主防災会一律 ２０，０００円 

支払時期 １１月の最終の水曜日 

支払方法・回数 自主防災会口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 特にありません。 

備  考 
債権者登録申請書に記載する口座情報は、通帳で確認の上、誤

りや記入漏れがないようお願いします。 

担当課等 市役所３階 危機管理課防災係 電話：６２－１１９０ 

 

６．自主防災事業補助金 

内  容 

市内の自主防災会の育成を推進するために、自主防災会が行う

防災活動に必要な防災施設及び防災資器材の整備並びに組織

運営に要する経費について自主防災事業補助金を交付します。 

支払対象 自主防災会 

請 求 者 自主防災会長 

申請時期 随時 

申請書類 

１．債権者登録申請書（自主防災会長より提出） 

※初めて自治会長と自主防災会長を別の方が務める場合に

ご提出が必要です。 

２．補助金等交付申請書 

３．事業計画書 

４．予算書 

５．見積書の写し等 

金額（積算方法） 

補助対象事業：防災施設・資器材整備事業 

       防災活動事業 

補助額：補助対象事業に係る経費の５分の４に相当する額 

（１，０００円未満の端数は切捨て） 

補助限度額 

防災施設・資器材整備事業：８０万円×（加算率） 

防災活動事業：２０万円＋（世帯数×１００円） 

※加算率は、地区の世帯数に応じ、１．０～１．３です。 

支払時期 随時 

支払方法・回数 支払方法は、自主防災会口座へ振込み 
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完了時の提出書類 

１．補助事業等実績報告書 

２．補助事業収支決算書 

３．領収書の写し等 

４．請求書 

事業内容の説明会等 毎年４月に自主防災会長あてに説明文書を送付します。 

備  考 

１．補助金の申請は、一つの自主防災会に対し各事業の限度額

の範囲内で重複して行うことができます。 

２．その他、具体的な内容は刈谷市自主防災事業補助金交付要綱によります。 

担当課等 市役所３階 危機管理課防災係 電話：６２－１１９０ 

 

７．地域防犯活動推進事業補助金 

内  容 
自治会が行う防犯意識の啓発及び自主的な防犯活動の推進の

ために補助金を交付します。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 ６月 

申請書類 
１．補助金等交付申請書 

２．予算書 

金額（積算方法） 

均等割＋世帯割＋夜間パトロール加算 

＝５０，０００円＋（世帯数×２０円）＋２０，０００円 

※世帯割は１，０００円未満切り捨て 

支払時期 ７月の最終の水曜日 

支払方法・回数 自治会口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 
１．活動報告書 

２．収支報告書 

事業内容の説明会等 説明会等はありませんが、書類を送付する際に記入例を添付いたします。 

担当課等 市役所３階 くらし安心課交通防犯係 電話：６２－１０１０ 

 

８．交通安全地区推進事業委託料 

内  容 

市が主導となって行う「交通事故死ゼロの日」、「県内一斉交通

大監視」における立哨活動など、交通安全啓発事業を推進する

ために委託料を支払います。 

支払対象 公民館 

請 求 者 公民館長 

申請時期 ６月 

申請書類 
１．請書 

２．請求書 

金額（積算方法） 均等割＋世帯割＝６，１００円＋（世帯数×１０円） 

支払時期 ７月の最終の水曜日 

支払方法・回数 地区公民館口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 
１．事業完了報告書 

２．収支決算書 

事業内容の説明会等 説明会等はありませんが、書類を送付する際に記入例を添付いたします。 

担当課等 市役所３階 くらし安心課交通防犯係 電話：６２－１０１０ 
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９．青色防犯パトロール燃料費補助金 

内  容 
地区で管理する青色防犯パトロール車で行うパトロールのガ

ソリン代として、補助金を交付します。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 

４月１日～９月３０日実施分：１０月１５日まで 

１０月１日～３月３１日実施分： ３月３１日まで 

※申請できるのは上記期間につき各１回 

申請書類 

１．補助金交付申請書 

２．青色防犯パトロール実績明細書 

３．実施期間中の給油日及び給油量の記載がある支払いを証する書類 

金額（積算方法） 

青色防犯パトロール走行距離の合計／１０ × レギュラーガソリ

ン１リットル当たりの平均価格 

※パトロールごとに実績明細書へ走行距離を記録していただき、実施

期間中の合計距離を算出します。 

※添付書類をもとに、実施期間中に給油したガソリン平均価格を算出

します。 

※補助金額は１年度当たり上限３５，０００円です。 

支払時期 申請後１か月程度をめどに支払い 

支払方法・回数 自治会口座へ最大年２回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 特にありません。 

担当課等 市役所３階 くらし安心課交通防犯係 電話：６２－１０１０ 

 

10．敬老会事業補助金 

内  容 
毎年９月に市内各地区で開催される敬老会事業に対し、補助金を交付

します。 

支払対象 自治会または公民館 

請 求 者 自治会長または公民館長 

申請時期 ８月上旬 

申請書類 

１．補助金等交付申請書 

２．敬老会事業計画書 

３．敬老会事業補助金に係る予算書 

４．請求書 

金額（積算方法） 人数割 １人×１，２００円（８０歳以上の高齢者） 

支払時期 ９月の第１水曜日（予定） 

支払方法・回数 申出の口座へ年１回振込み 
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完了時の提出書類 
１．補助事業等実績報告書 

２．敬老会事業補助金に係る決算書 

事業内容の説明会等 ７月に開催する、敬老会事業打合せ会でご説明いたします。 

備  考 
 請求書に記載する口座情報は、通帳で確認の上、誤りや記入

漏れがないようお願いします。 

担当課等 市役所１階 長寿課長寿生きがい係 電話：６２－１０６３ 

 

11．いきいきクラブ補助金 

内  容 
いきいきクラブ等の会員の教養の向上、健康増進、及び地域活

動を支援するため、補助金を交付します。 

支払対象 
刈谷市いきいきクラブ連合会、いきいきクラブ連合会に入会し

た団体（単位いきいきクラブ） 

請 求 者 刈谷市いきいきクラブ連合会長、単位いきいきクラブ会長 

申請時期 ４月上旬 

申請書類 

１．補助金等交付申請書 

２．事業計画書 

３．市補助金に係る予算書 

４．請求書 

５．会員名簿 

金額（積算方法） 

１．いきいきクラブ連合会 

（１）基準額  ２２６，０００円 

（２）クラブ割 単位いきいきクラブ数に１，３００円を乗じ

て得た額 

（３）人数割  会員数に９４円を乗じて得た額 

２．単位いきいきクラブ 

（１）クラブ割 ６８，５２０円 

（２）人数割  会員数から５０人を引いた数に５００円を乗

じて得た額 

支払時期 ５月末 

支払方法・回数 
１．支払方法は、いきいきクラブの口座へ振込み 

２．支払回数は、年１回 

完了時の提出書類 

１．補助事業等実績報告書 

２．事業実績報告書 

３．市補助金等に係る決算書 

事業内容の説明会等 
毎年４月に開催する、いきいきクラブ連合会の総会でご説明い

たします。 

担当課等 市役所１階 長寿課長寿生きがい係 電話：６２－１０６３ 
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12．地域子ども会活動費補助金 

内  容 
地域で活動する単位子ども会を育成し、より活発な活動ができ

るよう補助金を交付します。 

支払対象 子ども会 

請 求 者 各単位子ども会育成会長 

申請時期 毎年４月下旬頃 

申請書類 

１．補助金交付申請書 

２．事業計画書 

３．補助金に係る予算書 

４．子ども会会員名簿 

５．補助金交付請求書 

６．債権者登録申請書 

金額（積算方法） 
各単位子ども会につき、会員数５０人までは一律１３，５００

円、５１人目からは１人増すごとに１３０円を加算します。 

支払時期 毎年７月頃 

支払方法・回数 各子ども会の口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 

１．補助事業等実績報告書 

２．事業実績書 

３．補助金に係る決算書 

事業内容の説明会等 
毎年４月上旬の刈谷市子ども会育成連絡協議会総会でご説明い

たします。 

担当課等 市役所２階 子育て推進課児童育成係 電話：６２－１０６１ 

 

13．資源回収奨励報償金 

内  容 

ごみ減量化と資源の再利用及び再生利用を積極的に推進するた

め、自主的に資源回収活動をする市民団体に対して報償金を交

付します。 

【報償金対象品目】 

紙 類（新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック等） 

布 類（古着・ボロ布） 

金属類（空き缶・金属くず類） 

支払対象 資源回収登録団体（自治会、女性の会、いきいきクラブ、子ども会等） 

請 求 者 資源回収登録団体代表者（自治会長、子ども会会長等） 

申請時期 

下記期間内に提出してください。 

第１期  ～ ６月３０日 

第２期  ～ ９月３０日 

第３期  ～１２月２８日 

第４期  ～ ３月３１日 

※各期末日が土・日曜日の場合、直前の金曜日まで。 

※年度内に実施したものであれば、どの期日でも提出できますが、必

ず第４期までに提出してください。（過年度実施分は申請不可） 
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申請書類 

１．刈谷市資源回収奨励報償金交付申請書 

２．回収業者発行の計算書及び領収書（実施団体、回収日、品

目・重量及び回収単価のわかるもの） 

※新規団体登録：団体登録申請書を提出してください。 

※代表者変更 ：団体登録内容変更届を提出してください。 

金額（積算方法） 

団体ごとの資源回収量による。 

●回収量１㎏につき６円 

●下記いずれかの場合は、回収量１kg につき７円 

・毎月１回以上、資源回収（業者による戸別回収を除く）を

行う年間計画書を市が定める期日までに提出し、その計画

に基づいて回収した場合。 

・常設の資源回収所で回収した場合。 

●回収業者が資源回収品を有償で引き取る場合は、１㎏につき

４円を限度とし、上記報償金に加算 

支払時期 ７月・１０月・１月の下旬、５月中旬 

支払方法・回数 自治会口座へ年４回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 毎年１月の自治連合会議でご説明いたします。 

担当課等 市役所２階 環境推進課環境政策係 電話：６２－１０１７ 

 

14．資源回収所設置費補助金 

内  容 

ごみの減量化と資源の再利用を積極的に推進するため、自主的

に常設の資源回収所を設置する自治会に対し、資源回収所設置

費補助金を交付します。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 資源回収所を設置する前 

申請書類 

１．補助金等交付申請書 

２．補助対象事業に係る経費の見積書の写し 

３．回収所の設置場所の位置図及び配置図 

４．回収所の設置場所の所有者の承諾書 

金額（積算方法） 

補助対象事業に係る経費の１０分の９に相当する額 

（６０万円限度） 

（１，０００円未満の端数が生じた場合、切捨て） 

支払時期 資源回収所設置完了後に実績報告、請求書の提出があった時 

支払方法・回数 １箇所の資源回収所につき１回を限度として自治会口座へ振込み 

完了時提出書類 

１．補助事業等実績報告書 

２．補助対象事業に係る経費の領収書又は請求明細書の写し 

３．回収所設置後の写真 

事業内容説明会等 特にありません。 

担当課等 市役所２階 環境推進課環境政策係 電話：６２－１０１７ 
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15．地域猫不妊・去勢手術費補助金 

内  容 
地域猫活動を実施する登録団体に対し、不妊・去勢手術費補助

金を交付します。 

支払対象 地域猫活動登録団体（自治会、ボランティア団体等） 

請 求 者 
地域猫活動登録団体代表者 

（自治会長、ボランティア団体代表者等） 

申請時期 不妊去勢手術実施後（手術日の属する年度内に申請） 

申請書類 
１．地域猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼請求書 

２．不妊・去勢手術に要した費用の領収書 

金額（積算方法） 
不妊手術 １匹につき 上限１０，０００円 

去勢手術 １匹につき 上限 ５，０００円 

支払時期 不妊・去勢手術実施後に申請書兼請求書の提出があった時 

支払方法・回数 申請者の口座へ１申請につき１回振込 

完了時の提出書類 申請書類の欄を参照してください。 

事業内容の説明会等 特にありません。 

備  考 

・地域猫活動とは、地域に住み着いている飼い主のいない猫を、

地域住民の合意と協力のもとで、不妊・去勢手術や適正な餌

やり等の管理を行い、飼い主のいない猫の数を増やさないよ

うにする活動を言います。 

・補助金の利用には、事前に地域猫活動団体登録申請が必要と

なります。 

・地域猫活動団体の登録には、地区及び土地所有者の承諾が必

要となります。 

担当課等 市役所２階 環境推進課環境保全係 電話：６２－１０１７  

 

16．ごみ分別収集協力報償金 

内  容 

ごみの減量化、資源化ならびに環境美化の推進を図ることを目

的とし、ごみステーションの維持管理用物品の購入費用等にあ

てるため、分別収集に協力する地区に対し世帯数に応じて報償

金を支払います。 

支払対象 地区 

請 求 者 地区長 

申請時期 １月下旬頃から２月中旬頃 

申請書類 刈谷市ごみ分別収集協力報償金交付申請書 

金額（積算方法） 
均等割４０，０００円 

＋世帯割（６０円×世帯（毎年４月１日現在の世帯数）） 

支払時期 ３月中旬 
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支払方法・回数 
１．支払方法は、地区口座へ振込み 

２．支払回数は、年１回 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 特にありません。 

備  考 
※ごみステーションの維持管理用物品とは指定回収袋を掛け

るためのフックや清掃道具等です。 

担当課等 
清掃センタ－内（逢妻町２－２６－１） 

ごみ減量推進課 減量・収集係 電話：２１－１７０５ 

 

 

17．ごみ散乱防止推進員報酬 

内  容 

ごみの散乱防止について市民の関心と理解を深め、各地区にお

けるごみの散乱防止を推進するため、地区からの推薦により委

嘱したごみ散乱防止推進員（任期２年）に対し報酬を支払いま

す。 

支払対象 ごみ散乱防止推進員 

申請時期 ６月下旬までに下記の申請書類をご提出ください。 

申請書類 

債権者登録申請書 

※引き続きごみ散乱防止推進員になられる方で、口座等を変更

されない方は提出の必要はありません。 

金額（積算方法） 年額１３，１００円 

支払時期 ３月下旬 

支払方法・回数 
１．支払方法は、個人口座へ振込み 

２．支払回数は、年１回 

完了時の提出書類 
毎年１０月・３月頃にごみ散乱防止推進活動報告書を提出して

いただきます。 

事業内容の説明会等 
１月の地区長会議及び５月頃の推進員会議でご説明いたしま

す。 

備  考 

【主な活動内容】 

・市民（地区住民）に対する啓発・指導・助言 

・地区内の巡回 

・ごみの片付け及び大量・大型ごみの不法投棄連絡 

・会議（５月頃）と研修（不定期・年１回以下）への参加 

担当課等 
清掃センタ－内（逢妻町２－２６－１） 

ごみ減量推進課 減量・収集係 電話：２１－１７０５ 
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18．側溝清掃報償金 

内  容 
良好な生活環境を保つため、地区全体の側溝清掃を行い、世帯

数、参加人数に応じて報償金を支払います。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 毎年４月・８月頃 

申請書類 側溝清掃に伴う材料支給申請書及び清掃用具借用願 

金額（積算方法） 
均等割２０，０００円＋世帯割（１０円×世帯） 

＋人員割（５円×人数） 年額 

支払時期 ３月の第２週水曜日 

支払方法・回数 自治会口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 側溝清掃実施報告書 

事業内容の説明会等 毎年４月の自治連合会議でご説明いたします。 

備  考 

・「側溝清掃に伴う材料支給申請書及び清掃用具借用願」は、材料

支給及び清掃用具の貸出しがなくても必ず提出してください。 

・材料支給及び清掃用具貸出しの詳細については、支給物品等の

「８．土のう袋支給及び側溝清掃用具貸出し」をご覧ください。 

担当課等 市役所６階 土木管理課施設管理係 電話：６２－１０１８ 

 

19．住宅等の耐震啓発活動報償金 

内  容 

地区団体等が地域の耐震化の普及を図るために、建築課と連携して

実施する耐震啓発活動（１．住民招集型、２．行政協力型）に対し

て報償金を交付します。 

１．住民招集型：地区団体等が旧耐震基準の住宅の住民を市民館等

に招集し建築課と連携して行う啓発活動。 

２．行政協力型：建築課が実施する耐震ローラー作戦等に協力する

活動。 

支払対象 
地区団体等（自主防災会や地区役員等が運営する自主的な組織

で、地区を単位とする団体など） 

請 求 者 地区団体等の長 

申請時期 随時 

申請書類 

・住宅等の耐震啓発活動報償金交付申請書及び次の書類 

【住民招集型啓発活動の場合】 

・活動計画書 

・耐震啓発活動場所の地図 

・地区住民を招集するための回覧等の写し 

【行政協力型啓発活動の場合】 

・予定参加者名簿 

金額（積算方法） 

１．住民招集型啓発活動 

 ２０，０００円 

２．行政協力型啓発活動（上限１０万円） 

１人１時間につき８５０円 
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支払時期 随時 

支払方法・回数 地区団体等の口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 

・住宅等の耐震啓発活動実績報告書、請求書及び次の書類 

【住民招集型啓発活動の場合】 

・耐震啓発活動の様子がわかる写真 

【行政協力型啓発活動の場合】 

・参加者名簿 

事業内容の説明会等 特にありません。 

備  考 
住民招集型啓発活動での報償金交付申請については、あらかじ

め活動内容等について建築課と協議する必要があります。 

担当課等 市役所６階 建築課住生活係 電話：６２－１０２１ 

 

20．公園等愛護会報償金 

内  容 

刈谷市が設置する公園、児童遊園及び広場等の維持管理に協力

し、公園等がいつもきれいで、地域住民が安全かつ楽しく利用

でき、併せて公共施設愛護の精神を高揚する目的で、公園等周

辺の地域在住者で構成する団体(愛護会)が行う清掃等の管理

に関して報償金を支払います。 

支払対象 愛護会 

請 求 者 愛護会会長 

申請時期 

２月上旬までに下記の申請書類をご提出ください。 

(新年度代表が決まらない場合は代表者決定後) 

※毎年１月上旬に現年愛護会会長へ申請書を送付します 

申請書類 愛護会活動申請書 

金額（積算方法） 

１．均等割 清掃面積 １，０００㎡未満 １５，０００円 

        〃   １，０００㎡以上 ２５，０００円 

２．面積割   〃      １㎡あたり     １０円 

３．便所清掃         １便所   ２０，０００円 

 年額１+２+３(ただし、報償金の１，０００円未満切捨て) 

支払時期 
上期 １１月第１水曜日 

下期  ３月第１水曜日 

支払方法・回数 実績報告書提出時の申出口座へ年２回振込み 

完了時の提出書類 

１．清掃等管理実績報告書 

２．〃  作業記録 

３．公園等愛護会報償金口座振替申出書 

４．清掃等活動実施状況写真 

事業内容の説明会等 毎年４月の愛護会総会でご説明いたします。 

担当課等 市役所６階 公園緑地課緑活用係 電話：６２－１０２３ 
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21．河川愛護運動報償金 

内  容 

良好な河川環境の維持や河川の美化を目的として、河川と幹線

排水路の草刈や清掃等の活動を実施した地元自治会に対し、実

績に応じて報償金を支払います。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 
１．４月～１０月の活動：１１月第２週目の金曜日まで 

２．１１月～１月の活動：２月第２週目の金曜日まで 

申請書類 

１．河川愛護運動実施報告書 

２．参加人数が確認できる集合写真又は参加者全員の名簿 

３．写真台帳（人数照合写真・作業前、作業中及び作業後写真） 

４．運動箇所図 

金額（積算方法） 

１．均等割：運動実施各自治会 上限５０，０００円（年額） 

２．人員割：運動参加人数×２００円 

３．延長割：作業延長（河川延長）（ｍ）×６円 

※均等割については、全期間終了後に実施自治会に配分しま

す。予算の都合上、実施自治会多数の場合は５０，０００円を

下回る場合があります。 

支払時期 
１．１１月最終週または１２月初週の水曜日 

２．２月最終週または３月初週の水曜日 

支払方法・回数 自治会口座へ年２回振込み 

完了時の提出書類 申請書類の欄を参照してください。 

事業内容の説明会等 毎年４月の自治連合会議でご説明いたします。 

備  考 実施期間は４月１日～翌年の１月３１日までとします。 

担当課等 市役所５階 雨水対策課計画係 電話：６２－１０６６ 

 

22．公民館役員報償金 

内  容 
地区公民館活動の推進を図るため、公民館役員に対して報酬を

支払います。 

支払対象 公民館長・主事・書記 

申請時期 
４月初旬（第１回公民館長会議）に下記の申請書類をご提出く

ださい。 

申請書類 

債権者登録申請書 

※既に債権者登録申請済の方で、口座等を変更されない方は提

出の必要はありません。 
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金額（積算方法） 

１．公民館長：１８６，０００円 年額 

２．  主事： ９３，６００円 年額 

３．  書記： ５７，６００円 年額 

支払時期 １０月と４月 

支払方法・回数 個人口座へ年２回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 毎年４月の公民館長会議でご説明いたします。 

備  考 

債権者登録申請書及び口座振替申出書に記載する口座情

報は、通帳で確認の上、誤りや記入漏れがないようお願いし

ます。また、必ずご本人名義の通帳口座をご記入ください。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課推進係 電話：６２－１０３６ 

 

23．公民館運営委託料 

内  容 地区公民館活動に要する委託料を支払います。 

支払対象 公民館 

請 求 者 公民館長 

申請時期 ４月 

申請書類 

１．請書 

２．請求書 

３．債権者登録申請書 

金額（積算方法） 

１．均等割：１２０，０００円／１館 

２．世帯割：１３０円×世帯数（単身世帯を除く） 

３．実績割：過去の支給実績により調整 

支払時期 ５月 

支払方法・回数 
１．支払方法は、地区公民館口座へ振込み 

２．支払回数は、年 1 回 

完了時の提出書類 

・事業完了報告書 

・公民館運営事業に係る決算書 

・公民館活動事業実績書 

事業内容の説明会等 毎年４月の公民館長会議でご説明いたします。 

備  考 

※お願い 

 債権者登録申請書及び口座振替申出書に記載する口座情報

は、通帳で確認の上、誤りや記入漏れがないようお願いしま

す。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課推進係 電話：６２－１０３６ 
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24．地区公民館備品等整備事業補助金 

内  容 

地区住民の教養の向上及び生活文化の振興を図るため、地区の

公民館活動及びその活動拠点である市民館の管理運営に必要

な備品等の整備を行う団体に対し補助金を交付します。 

支払対象 公民館 

請 求 者 公民館長 

申請時期 備品購入前 

申請書類 

１．補助金等交付申請書 

２．見積書の写し 

３．備品カタログ 

金額（積算方法） 
備品等の整備に要した経費の５分の４以内の額 

ただし、一の年度につき２０万円を限度とします。 

支払時期 
実績報告書、請求書及び領収書の写しを提出されてから、およ

そ３週間後 

支払方法・回数 
１．支払方法は、地区公民館口座へ振込み 

２．支払回数は、補助金合計額が２０万円に達するまで何回でも。 

完了時の提出書類 

１．実績報告書 

２．請求書 

３．領収書の写し 

事業内容の説明会等 毎年４月の公民館長会議でご説明いたします。 

備  考 
 債権者登録申請書及び口座振替申出書に記載する口座情報

は、通帳で確認の上、誤りや記入漏れがないようお願いします。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課推進係 電話：６２－１０３６ 

 

25．市民館指定管理料 

内  容 
市民館の管理業務の処理に要する費用の一部として、毎年度締

結する「年度協定」により定める額の指定管理料を支払います。 

支払対象 市民館運営委員会 

請 求 者 市民館運営委員会委員長 

申請書類 

１．事業計画書 

２．収支予算書 

３．光熱水費の請求書等の指定管理料算出に必要な資料 

４．請求書 

金額（積算方法） 刈谷市市民館施設維持管理要綱に基づき算出された額 

支払時期 各年度協定書によるが、概ね８月末まで 

支払方法・回数 市民館運営委員会口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 事業実績報告書・決算書 

事業内容の説明会等 
説明会等はありませんが、説明文書を市民館運営委員会委員長

に送付いたします。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課施設係 電話：６２－１０３６ 
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26．集会所運営費補助金 

内  容 
地区で管理運営する集会所の維持管理費の一部又は全部を補助しま

す。 

支払対象 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所） 

請 求 者 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所）代表者 

申請時期 ３月末まで 

申請書類 
１．補助金交付申請書 

２．集会所運営事業計画書（兼収支予算書） 等 

金額（積算方法） 
集会所（建物・附帯設備）の維持管理に直接要する経費（ただし、

１０５，６００円を限度とします。） 

支払時期 翌年度４月末～5 月上旬 

支払方法・回数 自治会等の口座（集会所）へ年１回振込み 

完了時の提出書類 

１．実績報告書 

２．決算書 

３．請求書 

４．集会所利用状況報告書 

事業内容の説明会等 説明会等はありませんが、説明文書を代表者に送付いたします。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課施設係 電話：６２－１０３６ 

 

27．集会所借地料補助金 

内  容 
地区で管理運営する集会所用地の借地料の一部又は全部を補

助します。 

支払対象 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所） 

請 求 者 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所）代表者 

申請時期 ３月末まで 

申請書類 

１．補助金交付申請書 

２．請求書 

３．領収書の写し等 

金額（積算方法） 

土地賃貸借契約の契約金額又は刈谷市借地料基準により算出した額

のいずれか低い額（補助金対象面積の土地は５００平方メートルを

限度とします。） 

支払時期 ３月末 

支払方法・回数 自治会等の口座（集会所）へ年１回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 説明会等はありませんが、説明文書を代表者に送付いたします。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課施設係 電話：６２－１０３６ 
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28．集会所修繕費補助金 
内  容 地区で管理運営する集会所の修繕費の一部を補助します。 

支払対象 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所） 

請 求 者 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所）代表者 

申請時期 修繕の着手の日まで 

申請書類 
１．補助金等交付申請書 

２．事業計画書 

３．見積書 等 

金額（積算方法） 

修繕に要する経費から１０万円を控除して得た額の２分の１の額

（１円未満の端数は切捨て）を補助します。ただし、１４３，３０

０円に当該集会所の床面積を乗じて得た額の２分の１の額（１円未

満の端数は切捨て）を限度とします。 

支払時期 修繕完了後 

支払方法・回数 自治会等の口座（集会所）へ１申請につき１回振込み 

完了時の提出書類 

１．事業実績報告書 
２．決算書 
３．請求書 
４．着手前及び完了後の写真 
５．領収書の写し 

事業内容の説明会等 説明会等はありませんが、説明文書を代表者に送付いたします。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課施設係 電話：６２－１０３６ 

 

29．集会所空調機購入費補助金 

内  容 
地区で管理運営する集会所に設置する空調機の購入費の一部

を補助します。 

支払対象 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所） 

請 求 者 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所）代表者 

申請時期 空調機の購入の日まで 

申請書類 
１．補助金等交付申請書 

２．見積書 等 

金額（積算方法） 

空調機の購入費（設置工事費を含む。）から１０万円を控除し

て得た額の２分の１の額（１円未満の端数は切捨て）を補助し

ます。 

支払時期 空調機の設置完了後 

支払方法・回数 自治会等の口座（集会所）１申請につき１回振込み 

完了時の提出書類 

１．事業実績報告書 

２．請求書 

３．着手前及び完了後の写真 

４．領収書の写し 

事業内容の説明会等 説明会等はありませんが、説明文書を代表者に送付いたします。 

備  考 詳しくは生涯学習課施設係にご相談ください。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課施設係 電話：６２－１０３６ 
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30．集会所照明器具ＬＥＤ化事業費補助金 

内  容 
地区で管理運営する集会所の照明器具のＬＥＤ化事業（電気

工事を伴うものに限る。）にかかる費用の一部を補助します。 

支払対象 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所） 

請 求 者 地区住民によって組織される自治会等の団体（集会所）代表者 

申請時期 ＬＥＤ化工事の着手の日まで 

申請書類 

１．補助金等交付申請書 

２．事業計画書 

３．見積書 等 

金額（積算方法） 
ＬＥＤ化事業費から１０万円を控除して得た額の２分の１の

額（１円未満の端数は切捨て）を補助します。 

支払時期 ＬＥＤ化完了後 

支払方法・回数 自治会等の口座（集会所）１申請につき１回振込み 

完了時の提出書類 

１．事業実績報告書 

２．請求書 

３．着手前及び完了後の写真 

４．領収書の写し 

事業内容の説明会等 説明会等はありませんが、説明文書を代表者に送付いたします。 

備  考 詳しくは生涯学習課施設係にご相談ください。 

担当課等 市役所７階 生涯学習課施設係 電話：６２－１０３６ 

 

31.日本赤十字社活動資金募集事務費助成 

内  容 
日本赤十字社活動資金募集を地区内全世帯で実施していただき、集

まった活動資金の合計金額に応じて事務費を支払います。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 毎年６月中旬頃 ※詳細は、４月の協賛委員会でご案内いたします。 

申請書類 

１．自治会長用報告書 
２．記入済み封筒（班単位） 
３．班長集計表 
４．組長集計表 

金額（積算方法） 
１．事務費助成 各地区活動資金募集額×５％（円未満切上げ） 

２．会議費助成 １地区 ２，０００円 

支払時期 毎年１０月中旬 

支払方法・回数 自治会口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 毎年４月の協賛委員会でご説明いたします。 

備  考 

※活動資金募集のための資材（ご案内パンフレット、集金用封

筒、会員シール等）の配布をお願いしています。毎年５月１日

号の市民だよりと一緒に自治会長宅へお届けしています。 

担当課等 
日本赤十字社愛知県支部刈谷市地区 

（市役所１階 生活福祉課生活支援係 電話：６２－１０３８） 
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32．地区福祉活動費補助金 

内  容 地区福祉活動事業を行うため、補助金を交付します。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 ６月頃 

申請書類 

１．補助金等交付申請書 

２．請求書 

３. 振込先口座の通帳の写し 

金額（積算方法） 地区別会費合計金額×１３％＋５，０００円 年額 

支払時期 ７月頃 

支払方法・回数 自治会指定の口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 特にありません。 

備  考 特にありません。 

担当課等 刈谷市社会福祉協議会 総務課 電話：２９－０８８８ 

 

33．地域福祉活動助成金 

内  容 
地域福祉を推進するため、各地区社会福祉協議会に所属する福祉委

員会等に対して、各地区社会福祉協議会から助成金を支払います。 

支払対象 福祉委員会 

請 求 者 福祉委員会会長 

申請時期 4月末日まで 

申請書類 

１．助成金交付申請書 

２．活動計画書 

３．予算書 

４．会則 

５．役員名簿 

金額（積算方法） １福祉委員会当たり、最大80,000円 

支払時期 随時 

支払方法・回数 福祉委員会指定の口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 

１．助成事業等実績報告書 

２．決算書 

３．活動計画書 

事業内容の説明会等 特にありません。 

備  考 
福祉委員会等とは、各自治区を単位として、公民館、民生委員・

児童委員等で構成する地域福祉を推進する住民組織 

担当課等 刈谷市社会福祉協議会 生活支援課 電話：２３－１６００ 
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34．地区福祉活動費（赤い羽根）補助金 

内  容 
地区福祉活動事業を行うため、補助金（赤い羽根共同募金から

の配分）を交付します。 

支払対象 自治会 

請 求 者 自治会長 

申請時期 １月頃 

申請書類 
１．補助金等交付申請書 

２．請求書 

金額（積算方法） 地区別赤い羽根共同募金実績金額×５％ 

支払時期 ２月頃 

支払方法・回数 自治会口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 特にありません。 

事業内容の説明会等 特にありません。 

備  考   

担当課等 
刈谷市共同募金委員会 

（刈谷市社会福祉協議会 総務課 電話：２９－０８８８） 

 

35．敬老会事業補助金 

内  容 
毎年９月に市内各地区で開催される敬老会事業に際し、補助金

を交付します。 

支払対象 自治会または公民館 

請 求 者 自治会長または公民館長 

申請時期 ８月上旬 

申請書類 

１．補助金等交付申請書 

２．敬老会事業計画書 

３．敬老会事業補助金に係る予算書 

４．請求書 

金額（積算方法） 
人数割 

１人×５００円（８０歳以上の高齢者） 

支払時期 ８月下旬 

支払方法・回数 申し出の口座へ年１回振込み 

完了時の提出書類 
１．補助事業等実績報告書 

２．敬老会事業補助金に係る決算書 

事業内容の説明会等 
毎年７月下旬に開催する、敬老会事業打合せ会でご説明いたし

ます。 

備  考 
 請求書に記載する口座情報は、通帳で確認の上、誤りや記入

漏れがないようお願いします。 

担当課等 社会福祉協議会 事業推進課 電話：６２－６６７６ 



 

 

 

 

 

２．物的支援 

（支給物品等） 
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１．地域活動車両貸出し 

内  容 

地域活動の利便性を高め、活性化を図るため、自治会等が地域

活動を行う際の物品の運搬用車両（軽トラック）の貸出しを行

います。 

対  象 自治会長 

貸出物品 地域活動用車両（軽トラック） 

貸出時期 

以下の日を除く日 

１．１月１日～１月３日及び１２月２９日～１２月３１日 

２．車両の検査、点検及び修理を行う日 

３．祝日にあたる月曜日及び月曜日の夜間（東刈谷市民センタ

－のみ） 

※事前予約の上、利用日前３０日から利用日当日まで（利用日

が土曜日、日曜日、祝日及び年末年始にあたるときはその前ま

で）に、運転予定者全員の運転免許証の写しを添付した申請書

を市民協働課へご提出いただきます。 

貸出方法、回数 

１．貸出方法 利用承認通知書及び運転する者の運転免許証を

保管場所で提示していただき、鍵を貸出します。 

２．回  数 制限はありません。 

完了時の提出書類 地域活動車両利用報告書 

備  考 

１．利用料は無料ですが、燃料を補給し、清掃して返却してく

ださい。 

２．１地区につき、利用は原則１台／日です。 

３．車両は以下の保管場所に配備されています。 

(1)刈谷市役所             ２台 

(2)富士松支所及び東刈谷市民センタ－ 各１台 

４．鍵の受渡しは午前９時から午後９時までです。 

５．利用は１時間単位で利用でき、１回の利用につき７２時間

を越えることはできません。 

担当課等 市役所３階 市民協働課地域支援係 電話：９５－０００２ 
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２．刈谷市地域安全パトロール車両貸出し 

内  容 
刈谷市内における防犯活動を推進するための刈谷市地域安全

パトロール車両（以下「車両」という。）の貸出しを行います。 

対  象 自治会長 

支給物品 刈谷市地域安全パトロール車両 

貸出時期 

以下の日を除く日 

１．１月１日～１月３日及び１２月２９日～１２月３１日 

２．車両の検査、点検及び修理を行う日  

３．その他市長が指定する日 

※車両を利用しようとする地区長は、刈谷市地域安全パトロ

ール車両利用申請書（様式第１号）に刈谷市地域安全パト

ロール車両運転者届出書（様式第２号）を添えて市長に提

出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請は、利用日の属する月前２月から利

用日の前日までに行うものとする。 

３ 車両の利用の限度は、１月につき２日とする。ただし、

市長が認めたときは、この限りでない。 

貸出方法 

貸出方法 刈谷市地域安全パトロール車両利用申請書及び運

転する者の運転免許証を保管場所で提示していただき、鍵

を貸出します。 

完了時の提出書類 刈谷市地域安全パトロール車両利用報告書（様式第４号） 

備  考 

１．車両の利用料及び燃料費については、無料とする。 

２．１地区につき、利用は原則１台／日です。 

３．車両は以下の保管場所に配備されています。 

(1)刈谷市役所             ２台 

(2)富士松支所及び各市民センタ－   各１台 

(3)井ケ谷市民館            １台 

４．鍵の受渡しは午前９時から午後９時までです。 

担当課等 市役所３階 くらし安心課交通防犯係 電話：６２－１０１０ 

 

３．安全安心なまちづくりのための資材配布 
内  容 地域の安全性を確保するため作成した資材を配布しています。 

対  象 地区、地域団体等 

支給物品 

①  交通安全立哨活動用品「帽子、タスキ、サイン板」 

②  パネル「不審者警戒中」「防犯カメラ設置推進地区」 

③  チラシ「お互いになくそう めいわく駐車」 

支給時期 随時 

支給方法、回数 

１．支給方法 くらし安心課にて配布しています。受け取り

に際しては、氏名及び住所をご記入いただき

ます。 

２．回  数 制限はありません。 

完了時の提出書類 特にありません。 

備  考 特にありません。  

担当課等 市役所３階 くらし安心課交通防犯係 電話：６２－１０１０ 
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４．交通安全・防犯ＤＶＤ貸出し 

内  容 
交通安全・防犯意識の高揚と交通事故・犯罪被害防止を図るため、

研修等で利用できる交通安全・防犯 DVDを無料で貸出しします。 

対  象 
刈谷市内の学校、幼稚園、保育園、自治会、老人クラブ、子ど

も会、企業等 ※市外所在の団体は対象外 

支給物品 交通安全・防犯DVD 

貸出期間 原則 1 回につき 8 日間まで ※回数制限なし 

貸出本数 原則 1 回につき 2 本まで 

貸出方法 

１．電話で予約 くらし安心課に電話し、次の内容をお伝えく

ださい。（１）タイトル、（２）貸出期間、（３）

団体名、（４）担当者、（５）連絡先電話番号 

２．窓口で受取 貸出期間初日に、くらし安心課窓口で申込書

に記入し、DVD をお受け取りください。お越

しの際は、免許証や保険証など住所と氏名が

確認できる物をお持ちください。 

３．窓口へ返却 貸出期間末日までに、くらし安心課窓口へご

返却ください。 

備  考 
貸出作品一覧は、市ホームページ（ID：1002874）にてご覧い

ただけます。 

担当課等 市役所３階 くらし安心課交通防犯係 電話：６２－１０１０ 

 

５．地域猫不妊・去勢手術用捕獲器貸出し 

内  容 
地域猫活動登録団体が、不妊・去勢手術を行う目的で飼い主のいない

猫を捕獲する場合に、地域猫不妊・去勢手術用捕獲器を貸出します。 

対  象 地域猫活動登録団体（自治会、ボランティア団体等） 

貸出物品 地域猫不妊・去勢手術用捕獲器 

貸出時期 随時（１申請につき１台、貸出期間は３０日以内） 

貸出方法、回数 
環境推進課にて貸し出します。回数制限はありません。 

※申請時に申込書の記入をしていただきます。 

完了時の提出書類 地域猫不妊・去勢手術用捕獲器利用状況報告書 

備  考 

捕獲器の利用にあたっては、次の事項を守ってください。 

１．捕獲器は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行う目的以外

には使用しないこと。 

２．捕獲器を設置しようとする場所の土地の管理者等の許可を得ること。 

３．捕獲器の使用上の事故については、一切の責任を負うこと。 

４．貸出期間中の捕獲器の維持管理は、責任を持って行うこと。 

５．返却時には捕獲器を洗浄すること。 

６．捕獲器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用団体の負

担において原状に復し、又は現品をもって弁償すること。 

７．捕獲器の転貸は行わないこと。 

※捕獲器の貸出しには、地域猫活動団体の登録が必要です。 

地域猫活動団体の登録には、地区及び土地所有者の承諾が必要です。 

担当課等 市役所２階 環境推進課環境保全係 電話：６２－１０１７ 

 



- 25 - 

 

６．５３０運動指定袋の配布 

内  容 
まちの環境美化のため、５３０運動を実施している団体に対し

て活動で使用する可燃ごみ袋を配布します。 

対  象 各地区・市民団体・一般企業等 

支給物品 ５３０運動用のごみ袋 大・小 

支給時期 随時（大量の場合は事前にご連絡ください。） 

支給方法、回数 

ごみ減量推進課または環境推進課で使用予定数を配布します。 

※参加予定世帯１世帯あたり（または参加者１人あたり）１枚とし、

最大１年で使用する予定枚数まで支給します。 

※大量の場合は事前にご連絡ください。 

※地区全体の側溝清掃と同時に５３０運動を実施する場合には、土

のう袋と一緒に地区の指定する場所へ配達することも可能です。 

完了時の提出書類 ５３０運動実践活動報告書 

備  考 

集めたごみは原則クリーンセンターへ搬入してください。通常の家

庭ごみと同様には回収されません。 

ただし、地区が実施する５３０運動の場合は、事前に実施計画書を

提出していただき、実施後最初の可燃ごみの収集日に地区の可燃ご

み置き場に出されるものについては回収を行います。 

※可燃ごみ置き場以外に出されている場合や分別が正しくない場合

は回収されません。 

※但し側溝清掃も同時に実施する場合で、土木管理課に側溝清

掃に伴う材料支給申請書及び清掃借用願を提出した場合は実

施計画書の提出は不要です 

担当課等 
清掃センタ－内（逢妻町２－２６－１）  

ごみ減量推進課 減量・収集係 電話：２１－１７０５ 

 

７．ごみ分別等啓発看板の配布 
内  容 ごみの分別等を周知啓発するための看板を配布します。 

対  象 各地区役員 

支給物品 

看板「決められた日に決められた袋で正しく分けて出してください」 

「燃やせるごみは必ず市の指定袋で出してください」 

「燃えるごみと燃えないごみは正しく分けて出してください」など 

支給時期 随時 

支給方法、回数 

ごみ減量推進課にて配布します。 

※受け取り時に受取人の地区名、氏名、住所を配布簿に記入し

ていただきます。 

完了時の提出書類 特にありません。 

備  考 

※看板のみの配布となります。また、管理（設置、交換等）は

地区でお願いします(針金、杭等は地区で用意してください)。 

 

担当課等 
清掃センタ－内（逢妻町２－２６－１） 

ごみ減量推進課 減量・収集係 電話：２１－１７０５ 
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８．カラス避けネットの配布 

内  容 
地区が管理しているごみ置き場等に設置する、風やカラス、猫

によるごみの散乱を防止するためのネットを配布します。 

対  象 各地区役員 

支給物品 
カラス避けネット（３ｍ×３ｍ） 

カラス避けネット（２ｍ×４ｍ） 

支給時期 随時 

支給方法、回数 

ごみ減量推進課にて配布します。 

※受け取り時に受取人の地区名、町名、氏名、希望するネット

のサイズ及び必要枚数を受付票に記入していただきます。 

※地区長または地区委員（組長）の方は、電話連絡により１週

間程度でご自宅まで配達することも可能です。 

完了時の提出書類 特にありません。 

備  考 

※数軒分のごみをまとめて出している置き場に使用する場合

に限り配布します。 

※カラス避けネットの管理（設置、交換、収集後の整理など）

は地区でお願いします。使えなくなったカラス避けネットは、

燃やせるごみとして廃棄してください。 

担当課等 
清掃センタ－内（逢妻町２－２６－１） 

ごみ減量推進課 減量・収集係 電話：２１－１７０５ 

 

９．指定回収袋の配付（地区保管用） 

内  容 
指定回収袋のより利便的な配付を目的とし、種類ごとに年間１００

枚程度を目安に、地区保管用として指定回収袋の配付を行います。 

対  象 地区長 

支給物品 
指定回収袋（空きビン、アルミ缶、ペットボトル、空き缶・金

属類、不燃ごみ） 

支給時期 随時 

支給方法、回数 
ごみ減量推進課にて配付します。 

※受け取り時に日付、受取人の氏名、住所（地区名）を配付受

付票に記入していただきます。 

完了時の提出書類 特にありません。 

備  考 

※適切な配付が行われるよう、各地区において配付者や配付枚

数の確認を行ってください。 

※毎年度７月末に納品予定のため、受け取り期日をご配慮くだ

さいますよう、お願いいたします。 

担当課等 
清掃センタ－内（逢妻町２－２６－１） 

ごみ減量推進課 減量・収集係 電話：２１－１７０５ 
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10．土のう袋支給及び側溝清掃用具貸出し 

内  容 
地区全体の側溝清掃を行うための、土砂を入れる土のう袋の

支給及び清掃用具の貸出しを行っています。 

対  象 自治会 

支給・貸出物品 

１．支給物品 土のう袋 

２．貸出物品 一輪車、スコップ、鍬、側溝蓋の取り外し工

具、 

バール、側溝蓋脱着機、溝そうじ器 

支給・貸出時期 
１．支給時期 申請後の希望日までに支給 

２．貸出時期 実施日直前の水曜日以降に貸出し 

支給・貸出方法、

回数 

１．支給方法 窓口にて支給又は希望箇所１箇所へ支給します。 

２．貸出方法 希望箇所１箇所へ貸出しします。 

３．回  数 清掃１回につき１回 

完了時の提出書類 側溝清掃実施報告書 

備  考 
報償金の支払いについては、報酬、補助金等の「１７．側溝

清掃報償金」をご覧ください。 

担当課等 市役所６階 土木管理課施設管理係 電話：６２－１０１８ 

 

11．緑の募金樹木等配布 

内  容 
緑の募金活動で寄せられた募金で地区から要望のあった樹木

等を購入・配布します。 

対  象 地区 

支給物品 樹木、肥料等資材、草花  

支給時期 年２回（７月・１０月） 

支給方法、回数 
樹木等を希望する場合は事前に「植栽計画書」を提出してくだ

さい。提出された植栽計画書に基づいて樹木等を配布します。 

完了時の提出書類 特にありません。 

担当課等 
刈谷市緑化推進協議会 

（市役所６階 公園緑地課緑活用係 電話：６２－１０２３） 
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12．日本赤十字社刈谷市地区資材貸出し 

内  容 
地域の自主防災訓練等を実施する際に、テントや移動炊飯器、

バケツ、ざるなどの貸出しを行っています。 

対  象 地区、地域団体等 

貸出物品 
テント、災害用移動炊飯器、ポリタンク、バケツ、金ざる、ステンレスボ

ウル、まな板、包丁、ひしゃく、ステンレスひしゃく、プラスティックし

ゃもじ、網製ひしゃく、やかん、ハイゼックス用計量びん 

貸出時期 
通年 ※土日・祝日に使用する場合も、平日の８：３０～１

７：１５の間に貸出し、返却をお願いします。 

貸出方法、回数 
事前に借用書を提出してください（様式は生活福祉課にあり

ます）。回数制限はありません。 

完了時の提出書類 活動報告書、活動状況がわかる写真 

備  考 
刈谷市赤十字奉仕団がお手伝いをする場合は、災害救護用炊

飯袋（ハイゼックス包装）を要望に応じて配布します。  

担当課等 
日本赤十字社愛知県支部刈谷市地区 

（市役所１階 生活福祉課生活支援係 電話：６２－１０３８） 

 

13.視聴覚ライブラリー教材・機材貸出し 

内  容 
市内各種団体の視聴覚教育の支援のため、ＤＶＤディスク、ビ

デオテープ、１６ミリフィルムなどの視聴覚教材及び再生用機

材の貸出を行っています。 

対  象 地区、地域団体等 

貸出物品 
１．教材 １６ミリフィルム、ビデオテープ、ＤＶＤディスク 

２．機材 １６ミリ映写機、ＤＶＤ・ビデオ一体型プロジェク

ター、スクリーン等 

貸出時期 
通年 ９：００～２１：００（休館日を除く） 

休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始 

貸出方法、回数 
利用許可申請書を提出してください。１回につき５日以内、３

本以内とします。回数制限はありません。 

返却時の提出書類 利用報告書 

備  考 

１．営利を目的とする上映には使用できません。 

２．教材のみ貸出又は教材と機材のセットでの貸出となりま

す。（機材のみの貸出はできません。） 

３．貸出にかかる費用は無料です。 

４．教材一覧などは市ホームページでご覧いただけます。 

５．電話で予約いただけます。 

担当課等 
市民交流センター２階（東陽町１－３２－２） 
社会教育センター 電話：２３－８８１１ 

 



３．令和6年度補助金等支払い予定カレンダー
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1 地区長・地区委員報償金 ● ●

2 地域行政事務委託料 ●

3 自治会業務効率化支援事業補助金

4 笑顔あふれる地域づくり補助金

5 自主防災会謝礼金 ●

6 自主防災事業補助金

7 地域防犯活動推進事業補助金 ●

8 交通安全地区推進事業委託料 ●

9 青色防犯パトロール燃料費補助金 ● ●

10 敬老会事業補助金 ●

11 いきいきクラブ補助金 ●

12 地域子ども会活動費補助金 ●

13 資源回収奨励報償金 ● ● ● ●

14 資源回収所設置費補助金

15 地域猫不妊・去勢手術費補助金

16 ごみ分別収集協力報償金 ●

17 ごみ散乱防止推進員報酬 ●

18 側溝清掃報償金 ●

19 住宅等の耐震啓発活動報奨金

20 公園等愛護会報償金 ● ●

21 河川愛護運動報償金 ● ●

22 公民館役員報償金 ● ●

23 公民館運営委託料 ●

24 地区公民館備品等整備事業補助金

25 市民館指定管理料 ●

26 集会所運営費補助金 ●

27 集会所借地料補助金 ●

28 集会所修繕費補助金

29 集会所空調機購入費補助金

30 集会所照明器具ＬＥＤ化事業費補助金

31 日本赤十字社活動資金募集事務費助成 ●

32 地区福祉活動費補助金 ●

33 地域福祉活動助成金

34 地区福祉活動費（赤い羽根）補助金 ●

35 敬老会事業補助金 ●

■財政支援（報酬・補助金等）

随　時

随　時

随　時

随　時

１０月 １１月 １月

随　時

№ 事業名称

随　時

２月 ４月８月 １２月４月 ５月 ６月 ７月 ３月９月

随　時

随　時

随　時

随　時

随　時



４．令和6年度支給物品等配布・貸出し予定カレンダー

●…配布予定日

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

1 地域活動車両貸出し

2 刈谷市地域安全パトロール車両貸出し

3 安全安心なまちづくりのための資材配布

4 交通安全・防犯啓発用ＤＶＤの貸出し

5 地域猫不妊・去勢手術用捕獲器貸出し

6 ５３０運動指定袋の配布

7 ごみ分別等啓発看板の配布

8 カラス避けネットの配布

9 指定回収袋の配付（地区保管用）

10 土のう袋支給及び側溝清掃用具貸出し

11 緑の募金樹木等配布 ● ●

12 日本赤十字社刈谷市地区資材貸出し

13 視聴覚ライブラリー教材・機材貸出し

随　時

１１月 １２月 １月 ２月 ４月１０月

随　時

随　時

随　時

随　時

随　時

随　時

随　時

随　時

随　時　※ただし、貸出物品の貸出時期は実施日直前の水曜日以降

随　時

随　時

№ 事業名称
４月 ５月 ６月 ７月 ３月

■物的支援（支給物品等）
８月 ９月



 ５．刈谷市役所庁舎フロアマップ及び施設案内マップ

公衆電話

ＷＣ

２

３

相談室

Ｂ Ａ
ＷＣ

１

２
３

授乳室自動販売機

ＷＣ

相談室４

２０１

環境
推進課

１
２
３
４

相談室

防災会議室３０１

３０２

４０１ ４０２

５０３

５０２

５０１

６０４

６０３

６０１

ＷＣ

６０２

危機
管理課

市民
協働課

くらし
安心課

水道課

水道料金
窓口

まちづくり
推進課

市街地
整備課

１０１

総務

文書課
財務課

広報
広聴課

企画
政策課

人事課生活福祉課

福祉
総務課

土木
管理課

道路
建設課

６F

１F

３F

４F

２F ５F

都市
交通課

相談室

農政課 商工業

振興課
企業

立地
推進室

文化

観光課

納税課

契約
検査課

子育て
推進課 下水道課雨水

対策課

建築課
施設
保全課

情報

政策課

基幹型地域
包括支援センター

おくやみ

窓口

休日・夜間

受付

エスカレータ

自動販売機

公園
整備課

公園
緑地課

福祉総合相談窓口 マイナンバーカード
申請窓口



 ５．刈谷市役所庁舎フロアマップ及び施設案内マップ

〒４４８－０８３８　刈谷市逢妻町２丁目２６番地１

〒４４８－０８４２　刈谷市東陽町１丁目３２番地２ 〒４４８－００２４　刈谷市下重原町３丁目１２０番地

【健康推進課】 〒４４８－０８５８　刈谷市若松町３丁目８番地２　総合健康センター１階

【ごみ減量推進課】

【社会福祉協議会】【社会教育センター】

７F

７０１
ＡＢＣ

ＷＣ

サテライト
オフィス ８０４

８０５
８０３

８０１

Web会議室

自動販売機

教育
総務課

大会議室

７０２

３F

８F

清掃センター１階
ごみ減量推進課

高齢者福祉センター１階
社会福祉協議会

市民交流センター２階
社会教育センター

刈谷

にぎわい
オフィス


